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兵庫県告示第979号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  平成30年11月13日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

見土呂土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        山 河 茂 孝      加古川市上荘町見土呂636番地の１ 

    同         岸 本 敏 雄      同  市上荘町見土呂528番地 

    同         大 山 吉 政      同  市上荘町見土呂388番地 

同         大 西 博 一      同  市上荘町見土呂465番地 

    同         三 柳 幸 男      同  市上荘町見土呂537番地 

同         山 河 永 佶      同  市上荘町見土呂312番地 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 平成30年11月13日 火曜日  第 3054 号 



平成30年11月13日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 3054 号 

2 

同         大 西 廣 次      同  市上荘町見土呂260番地 

    同         大 西 繁 樹      同  市上荘町見土呂399番地 

同         柳   武 保      同  市上荘町見土呂238番地の２ 

    同         岸 本 利 明      同  市上荘町見土呂517番地 

   監 事        大 西 輝 孝      同  市上荘町都染378番地 

同         大 西 晶 三      同  市上荘町見土呂335番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        山 河 茂 孝      加古川市上荘町見土呂636番地の１ 

    同         岸 本 敏 雄      同  市上荘町見土呂528番地 

    同         大 山 吉 政      同  市上荘町見土呂388番地 

同         大 西 博 一      同  市上荘町見土呂465番地 

    同         三 柳 幸 男      同  市上荘町見土呂537番地 

同         山 河 永 佶      同  市上荘町見土呂312番地 

同         大 西 廣 次      同  市上荘町見土呂260番地 

    同         大 西 繁 樹      同  市上荘町見土呂399番地 

同         柳   武 保      同  市上荘町見土呂238番地の２ 

    同         岸 本 利 明      同  市上荘町見土呂517番地 

   監 事        大 西 輝 孝      同  市上荘町都染378番地 

同         大 西 晶 三      同  市上荘町見土呂335番地 

 

兵庫県告示第980号 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指

定する。 

  平成30年11月13日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定する区域 

  伊丹市西野１丁目１番１、４番、５番の一部 

２ 特定有害物質の名称 

  鉛及びその化合物 

 

兵庫県告示第981号 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項の規定により、形質変更時要届出区域の指定を次のと

おり解除する。 

  平成30年11月13日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定を解除する区域 

  平成30年兵庫県告示第784号により指定した区域（篠山市東浜谷字広田ノ坪360番１の一部）の全部 

２ 特定有害物質の名称 

  水銀及びその化合物 

 

兵庫県告示第982号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成30年11月13日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、平成30年11月13日から２週間、淡路県民局洲本土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成30年11月13日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

洲 本 松 帆 線 

南あわじ市松帆江尻398番２から 

同   市松帆櫟田５番10まで 

旧 
7.0から 

11.0まで 
204.0 

  

新 
7.0から 

20.0まで 
202.0 

県道 

上 内 膳 塩 尾 線 

洲本市下内膳364番から 

同 市下内膳218番５まで 

旧 
7.0から 

14.0まで 
175.0 

  

新 
7.0から 

12.0まで 
175.0 

 

 

兵庫県告示第983号 

 港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３第１項の規定により定めた尼崎西宮芦屋港港湾計画を次のとおり

変更した。 

  平成30年11月13日 

尼崎西宮芦屋港港湾管理者 兵庫県 

代表者 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 尼崎西宮芦屋港港湾計画の変更の概要 

  平成18年兵庫県告示第255号によりその概要を告示した尼崎西宮芦屋港港湾計画について変更した事項は、

次のとおりである。 

土地造成計画及び土地利用計画を次のとおり変更する。 

土地造成計画  

用途 

地区名 

都市機能 

用地（ha） 

合計 

(ha) 
 

甲子園浜地区 
(0.0) 

0.6 

(0.0) 

0.6 

（変更前） 

変更後 

土地利用計画 

用途 

地区名 

埠頭 

用地（ha） 

港湾関連 

用地（ha） 

都市機能 

用地（ha） 

交通機能 

用地（ha） 

緑地 

（ha） 

合計 

（ha） 

 

甲子園浜地区 
(4.3) 

4.3 

(5.1) 

5.1 

(0.0) 

0.6 

(2.0) 

2.0 

(6.6) 

6.6 

(18.0) 

18.6 

（変更前） 

変更後 

２ 変更後の港湾計画の縦覧場所 

兵庫県県土整備部土木局港湾課及び阪神南県民センター尼崎港管理事務所 

 

兵庫県告示第984号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  平成30年11月13日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  



平成30年11月13日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 3054 号 

4 

 

指 定 番 号 
指定年月日 

（平成年月日） 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第Ｈ30丹波位置

0001号 
30.10.29 丹波市柏原町柏原字勝部3060番２の一部 6.00 33.18 

 

 

兵庫県告示第985号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  平成30年11月13日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

（平成年月日） 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 

第Ｈ30淡路位置

0007号 
30.10.29 

洲本市物部字池尻282番１の一部、282番２の

一部、282番３の一部、283番の一部 
6.00 51.00 

 
 

公 告 

 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領に基づく土砂災害警戒区域の指定の案の閲覧 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領（以下「要領」という。）第４条第１項の規定により、土砂災害

警戒区域の指定の案を、次のとおり閲覧に供する。 

なお、指定しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年11月13日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 指定しようとする区域の名称等 

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

塩市(2)Ⅰ 

（117000047） 
高砂市米田町塩市（別図１のとおり） 急傾斜地の崩壊 

（別図１は省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 指定の案の閲覧期間 

  平成30年11月21日（水）から同年12月５日（水）まで 

３ 指定の案の閲覧場所 

  兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所及び高砂市役所 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所河川砂防課 

    〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97―１ 

 (3) 提出期限 

   平成30年12月５日（水）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 
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   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成31年２月４日（月）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

 

   土砂災害警戒区域の改正の案の閲覧 

平成21年兵庫県告示第16号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を改正するため、改正の案を、次のとおり閲

覧に供する。 

なお、改正しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年11月13日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 改正しようとする区域の案 

  曽根(3)Ⅰ（117000015）の項中別図15、北脇(1)Ⅰ（117000018）の項中別図18、西浜(3)Ⅰ（117000021）

の項中別図20、牛谷(1)(2)Ⅰ（117000022）の項中別図21、竜山(3)Ⅰ（117000026）の項中別図25、竜山(4)

Ⅰ（117000027）の項中別図26、北池Ⅲ（117000038）の項中別図36、西浜(7)Ⅲ（117000046）の項中別図44

を次の図面のとおり改める。 

 （「次の図面」は省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 改正の案の閲覧期間 

  平成30年11月21日（水）から同年12月５日（水）まで 

３ 改正の案の閲覧場所 

  兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所及び高砂市役所 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所河川砂防課 

    〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97―１ 

 (3) 提出期限 

   平成30年12月５日（水）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成31年２月４日（月）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領に基づく土砂災害特別警戒区域の指定の案の閲覧 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領（以下「要領」という。）第４条第１項の規定により、土砂災害

特別警戒区域の指定の案を、次のとおり閲覧に供する。 

なお、指定しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年11月13日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 指定しようとする区域の名称等 

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

北山(1)Ⅰ 

（117000001） 

高砂市阿弥陀町北山（別図１

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 
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魚橋(2)Ⅰ 

（117000003） 

高砂市阿弥陀町魚橋（別図２

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

塩市Ⅰ 

（117000004） 

高砂市米田町塩市（別図３の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

竜山(1)Ⅰ 

（117000005） 

高砂市竜山一丁目（別図４の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

中筋(1)Ⅰ 

（117000008） 

高砂市中筋五丁目（別図５の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

中筋(2)Ⅰ 

（117000009） 

高砂市中筋五丁目（別図６の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

阿弥陀(2)Ⅰ 

（117000012） 

高砂市阿弥陀町阿弥陀（別図

７のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

曽根(2)Ⅰ 

（117000014） 

高砂市曽根町（別図８のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

曽根(3)Ⅰ 

（117000015） 

高砂市曽根町（別図９のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

牛谷(1)(1)Ⅰ 

（117000017） 

高砂市北浜町牛谷（別図10の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

北脇(1)Ⅰ 

（117000018） 

高砂市北浜町北脇（別図11の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

西浜(2)Ⅰ 

（117000020） 

高砂市北浜町西浜 

姫路市的形町的形（別図12の

とおり） 

急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

西浜(3)Ⅰ 

（117000021） 

高砂市北浜町西浜（別図13の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

牛谷(1)(2)Ⅰ 

（117000022） 

高砂市北浜町牛谷（別図14の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

阿弥陀(3)Ⅰ 

（117000025） 

高砂市阿弥陀町阿弥陀（別図

15のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

竜山(3)Ⅰ 

（117000026） 

高砂市竜山一丁目（別図16の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

竜山(4)Ⅰ 

（117000027） 

高砂市竜山一丁目（別図17の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

曽根(5)Ⅰ 

（117000028） 

高砂市曽根町（別図18のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

北脇(2)Ⅰ 

（117000029） 

高砂市北浜町北脇 

姫路市大塩町（別図19のとお

り） 

急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

中筋(3)Ⅱ 

（117000032） 

高砂市中筋五丁目（別図20の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 
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牛谷(2)Ⅱ 

（117000035） 

高砂市北浜町牛谷（別図21の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

北池Ⅲ 

（117000038） 

高砂市阿弥陀町北池（別図22

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

竜山(6)Ⅲ 

（117000039） 

高砂市竜山一丁目（別図23の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

竜山(7)Ⅲ 

（117000040） 

高砂市竜山二丁目（別図24の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

地徳(4)Ⅲ 

（117000041） 

高砂市阿弥陀町地徳（別図25

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

曽根(7)Ⅲ 

（117000042） 

高砂市曽根町（別図26のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

曽根(8)Ⅲ 

（117000043） 

高砂市曽根町（別図27のとお

り） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

西浜(6)Ⅲ 

（117000044） 

高砂市北浜町西浜（別図28の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

魚橋(3)Ⅲ 

（117000045） 

高砂市阿弥陀町魚橋（別図29

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

西浜(7)Ⅲ 

（117000046） 

高砂市北浜町西浜（別図30の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

地徳川(1)Ⅰ 

（217000001） 

高砂市阿弥陀町地徳（別図31

のとおり） 
土石流 別図31のとおり 

地徳川(3)Ⅰ 

（217000003） 

高砂市阿弥陀町地徳（別図32

のとおり） 
土石流 別図32のとおり 

北山(3)Ⅲ 

（217000012） 

高砂市阿弥陀町北山 

加古川市西神吉町辻（別図33

のとおり） 

土石流 別図33のとおり 

（別図１から別図33までは省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 指定の案の閲覧期間 

  平成30年11月21日（水）から同年12月５日（水）まで 

３ 指定の案の閲覧場所 

  兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所及び高砂市役所 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所河川砂防課 

    〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97―１ 

 (3) 提出期限 

   平成30年12月５日（水）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成31年２月４日（月）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 
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落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年11月13日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 落札に係る物品の名称及び数量 

ＳＰｒｉｎｇ－８ 兵庫県ビームライン ＢＬ０８Ｂ２ Ｘ線回折装置 １式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県出納局管理課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成30年10月５日 

４ 落札者の名称及び住所 

仁木工芸株式会社 

大阪府高石市羽衣５丁目16番８号 

５ 落札金額 

81,745,200円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

平成30年８月24日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年11月13日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 落札に係る物品の名称及び数量 

ピクセルアレイ型二次元Ｘ線検出器 ３式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県出納局管理課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成30年10月５日 

４ 落札者の名称及び住所 

株式会社リガク大阪支店 

大阪府高槻市赤大路町14―８ 

５ 落札金額 

59,832,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

平成30年８月24日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年11月13日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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１ 落札に係る物品の名称及び数量 

建設雪寒機械（除雪ドーザ13トン級） ２台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県出納局管理課  

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成30年10月５日 

４ 落札者の名称及び住所 

コマツカスタマーサポート株式会社兵庫北支店 

養父市八鹿町国木75―１ 

５ 落札金額 

35,208,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

平成30年８月24日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年11月13日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る物品の名称及び数量 

建設雪寒機械（除雪トラック７トン級①） ３台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県出納局管理課  

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成30年10月５日 

４ 落札者の名称及び住所 

ＵＤトラックス株式会社神戸カスタマーセンター 

神戸市東灘区魚崎南町２丁目19番25号 

５ 落札金額 

87,480,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

平成30年８月24日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年11月13日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る物品の名称及び数量 

建設雪寒機械（除雪トラック７トン級②） １台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県出納局管理課  

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
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３ 落札者を決定した日 

平成30年10月５日 

４ 落札者の名称及び住所 

ＵＤトラックス株式会社神戸カスタマーセンター 

神戸市東灘区魚崎南町２丁目19番25号 

５ 落札金額 

29,449,872円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

平成30年８月24日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年11月13日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る物品の名称及び数量 

建設雪寒機械（ロータリー除雪車2.6メートル級） １台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

兵庫県出納局管理課  

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成30年10月12日 

４ 落札者の名称及び住所 

株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ大阪支社 

大阪市淀川区西中島５丁目５番15号 

５ 落札金額 

48,600,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

平成30年８月31日 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年11月13日 

契約担当者 

県立農林水産技術総合センター所長 髙 松 宏 文  

１ 落札に係る工事の名称 

農技（但）第1019号 漁業調査船「たじま」第３回定期検査修繕整備 

２ 契約に関する事務を担当するかいの名称及び所在地 

県立農林水産技術総合センター但馬水産技術センター 美方郡香美町香住区境1126―５ 

３ 落札者を決定した日 

平成30年10月18日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  サンセイ株式会社下関工場 山口県下関市彦島本村町３丁目５番１号 

５ 落札金額（税込） 

  107,784,000円 
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６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成30年９月４日 
 

選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第72号 

公職選挙執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 平成30年11月13日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 立 石 幸 雄  

公職選挙執行規程の一部を改正する規程 

 公職選挙執行規程（昭和47年兵庫県選挙管理委員会告示第43号）の一部を次のように改正する。 

 第19条の２第１項及び第３項中「、第２号及び第３号」を「及び第２号から第４号まで」に改める。 

 第62条第１項中「第５項」を「第６項」に改める。 

 第72条に次の１項を加える。 

４ 前条の規定による閲覧時間は、執務時間内とする。 
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 別記第１号様式を次のように改める。 

第１号様式（投票用紙） 

 

 
こ う ほ し ゃ し め い

候補者氏名 
             （

ちゅう

注 
い

意） 

 

平
成 

年 

月 

日
執
行 

選 

委 

印 

県 

理 

之 
 
 

選 

挙 

投 

票 
 
 
 
 

庫 

管 

会 

兵 

挙 

員 

     

一
、

こ

う

ほ

し

ゃ

候
補
者
の

し

め

い

氏
名
は
、

ら
ん
な
い

欄
内
に

ひ

と

り

か

一
人
書
く
こ
と
。 

  

二
、

こ

う

ほ

し

ゃ

候
補
者
で
な
い

も
の者

の
し

め

い

氏
名
は
、

か書
か
な
い
こ
と
。 

       

 

 

備考 １ 規格は、縦12.8センチメートル、横8.0センチメートルとする。 

    ２ 執行年月日欄のうち、月日は省略することができる。 
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 別記第25様式その２を次のように改める。 

その２（選挙運動用ビラの作成） 

選挙運動用ビラ作成契約届出書 

 

 次のとおりビラ作成の契約を締結したので届け出ます。 

 

  平成 年 月 日 

 

平成 年 月 日執行 選挙（ 選挙区） 

 

候 補 者  氏        名 ○印 

 

 兵庫県選挙管理委員会委員長 氏 名 様 

 

記 

 

契約年月日 

契約の相手方の氏名又 
は名称及び住所並びに 
法人にあってはその代 
表者の氏名 

契  約  内  容 

備  考 

 

作成契約枚数 作成契約金額 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

備考 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 
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 別記第26号様式その２を次のように改める。 

その２（選挙運動用ビラ作成枚数） 

選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書 

 

 次の選挙運動用ビラ作成枚数につき、兵庫県議会議員及び兵庫県知事の選挙における選挙運動用自動

車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例第９条の規定による

確認を受けたいので申請します。 

  平成 年 月 日 

 兵庫県選挙管理委員会委員長 氏 名 様 

平成 年 月 日執行 選挙（ 選挙区） 

候 補 者  氏        名 ○印 

記 

１ 契約年月日   平成 年 月 日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

３ 確認申請枚数          枚 

 
区       分 作 成 枚 数 

左のうち確認済又は確 
認申請枚数 

 

前回までの累積枚数 (a) 枚 枚 

今 回 の 枚 数 (b) 枚 枚 

枚  数  計 (a)＋(b) 枚 枚 

備         考   

 備考 

  １ この申請書は、ビラ作成業者ごとに別々に候補者から兵庫県選挙管理委員会に提出してください。 

  ２ この申請書は、選挙運動用ビラの作成枚数について公費負担の対象となるものの確認を受ける

ためのものです。 

  ３ 「前回までの累積枚数」には、他のビラ作成業者によって作成された枚数をも含めて記載して

ください。 
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 別記第27号様式その２を次のように改める。 

その２（選挙運動用ビラ作成枚数） 

 

確認番号第  号 

選挙運動用ビラ作成枚数確認書 

 兵庫県議会議員及び兵庫県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選

挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例第９条の規定に基づき、次の選挙運動用ビラ作成枚数は、

同条に定める枚数の範囲内のものであることを確認する。 

 平成 年 月 日 

           兵庫県選挙管理委員会委員長  氏        名 □印 

記 

１ 平成 年 月 日執行 選挙（ 選挙区） 

２ 候補者の氏名 

３ 確 認 枚 数                枚 

 

備考 

 １ この確認書は、選挙運動用ビラ作成枚数について確認を受けた候補者からビラ作成業者に提出し

てください。 

 ２ この確認書を受領したビラ作成業者は、公費の支払の請求をする場合には、選挙運動用ビラ作成

証明書とともに当該確認書を請求書に添付してください。 

 ３ この確認書に記載された候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作成業者は、兵庫県

に支払を請求することはできません。 
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 別記第28号の２様式を次のように改める。 

第28号の２様式（選挙運動用ビラ作成証明書） 

   

選挙運動用ビラ作成証明書              

 

 次のとおり選挙運動用ビラを作成したものであることを証明します。 

 

  平成 年 月 日 

 

平成 年 月 日執行 選挙（ 選挙区） 

候 補 者  氏        名 ○印 

 

記 

 

 
ビラ作成業者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあってはその代表者の氏名 
 

 

作 成 枚 数 枚 

作 成 金 額 円 

備 考  

備考 

 １ この証明書は、作成の実績に基づいて、ビラ作成業者ごとに別々に作成し、候補者からビラ作成

業者に提出してください。 

 ２ ビラ作成業者が兵庫県に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 

 ３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作成業者は、兵庫県に

支払を請求することはできません。 

 ４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度額

は、次のとおりです。 

  (１) 枚数 

   ア 兵庫県議会議員の選挙 16,000枚（ただし、一部無効による再選挙の場合はこの限りではない） 

   イ 兵庫県知事の選挙 265,000枚（ただし、一部無効による再選挙の場合はこの限りではない） 

  (２) 限度額 

   ア 確認された枚数が50,000枚以下の場合 

     ７円51銭（単価）×当該作成枚数＝限度額 

   イ 確認された枚数が50,000枚を超える場合 

 375,500円＋５円２銭×（当該作成枚数－50,000枚） 
＝単価…１円未満の端数は切上げ 

当該作成枚数 

単価×当該作成枚数＝限度額 
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別記第30号様式その２を次のように改める。 

その２（選挙運動用ビラの作成） 

 

請     求     書 

（選挙運動用ビラの作成） 

  

兵庫県議会議員及び兵庫県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選

挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例第９条の規定により、次の金額の支払を請求します。 

  

 平成 年 月 日 

  

兵庫県知事 様 

氏名又は名称及び住所並びに法人 

にあってはその代表者の氏名        ○印 

 

記 

 

１ 請求金額      円 

２ 内 訳 

  別紙請求内訳書のとおり 

３ 平成 年 月 日執行 選挙（ 選挙区） 

４ 候補者の氏名 

５ 金融機関名、口座名及び口座番号等 

 金 融 機 関 名  本 ・ 支 店 名   

 金融機関コード  支 店 コ ー ド   

 預 金 種 別  口 座 番 号   

 ふ り が な     

 口  座  名     

備考 

 １ この請求書は、候補者から受領した選挙運動用ビラ作成枚数確認書及び選挙運動用ビラ作成証明

書とともに選挙の期日後速やかに提出してください。 

 ２ 候補者が供託物を没収された場合には、兵庫県に支払を請求することはできません。 
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（別紙） 

請 求 内 訳 書              

 
作 成 金 額 基 準 限 度 額 請 求 金 額 

備考 

 

単価 

Ａ 

枚数 

Ｂ 

金額 

Ａ×Ｂ＝Ｃ 

単価 

Ｄ 

枚数 

Ｅ 

金額 

Ｄ×Ｅ＝Ｆ 

単価 

Ｇ 

枚数 

Ｈ 

金額 

Ｇ×Ｈ＝Ｉ 

円 枚 円 円 枚 円 円 枚 円  

備考 

 １ Ｄ欄には、次により算出した額を記載してください。 

  ア 選挙運動用ビラ作成枚数確認書により確認された枚数が50,000枚以下の場合 

    ７円51銭 

  イ 選挙運動用ビラ作成枚数確認書により確認された枚数が50,000枚を超える場合 

 375,500円＋５円２銭×（当該作成枚数－50,000枚） 
…１円未満の端数は切上げ 

当該作成枚数 

 ２ Ｅ欄には、選挙運動用ビラ作成枚数確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

 ３ Ｇ欄には、Ａ欄とＤ欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

 ４ Ｈ欄には、Ｂ欄とＥ欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 

 

附 則 

この規程は、兵庫県議会議員及び兵庫県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ

及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例（平成30年兵庫県条例第42号）の施

行の日から施行する。 
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兵庫県選挙管理委員会告示第73号 

全国小売酒販政治連盟兵庫県支部から提出された平成26年分収支報告書に関し、会計責任者から訂正の届出

があったので、平成27年兵庫県選挙管理委員会告示第77号中、収支報告書の要旨を次のとおり訂正する。 

  平成30年11月13日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 立 石 幸 雄  

収支報告書の要旨（その他の政治団体）の全国小売酒販政治連盟兵庫県支部の欄中 

「 ２ 支出総額  796,288  」を 

「 ２ 支出総額  912,328  」に、 

「 

 

 政治活動費 

  組織活動費 

 796,288 

796,288 」
を 

「  政治活動費 

  組織活動費 

 912,328  

912,328  

 

」
に改める。 

 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第74号 

全国小売酒販政治連盟兵庫県支部から提出された平成27年分収支報告書に関し、会計責任者から訂正の届出

があったので、平成28年兵庫県選挙管理委員会告示第94号中、収支報告書の要旨を次のとおり訂正する。 

  平成30年11月13日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 立 石 幸 雄  

収支報告書の要旨（その他の政治団体）の全国小売酒販政治連盟兵庫県支部の欄中 

「 １ 収入総額  947,359   

を     前年繰越額  389,930   

    本年収入額  557,429  」

「 １ 収入総額  831,329   

に、     前年繰越額  273,890   

    本年収入額  557,439  」

「  個人の党費・会費(1,811人)  447,000   

を 
  その他の収入  110,429   

   支部還元金  108,660   

   一件10万円未満のもの   1,769  」

「  個人の党費・会費(1,788人)  447,000   

に改める。 
  その他の収入  110,439   

   支部還元金  108,660   

   一件10万円未満のもの   1,779  」

 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第75号 

自由民主党兵庫県第三選挙区支部、日本維新の会参議院兵庫県選挙区第１支部、清水貴之後援会、税理士に

よる松本たけあき後援会、全国小売酒販政治連盟兵庫県支部、［森 てつお 後援会］輝くさんだ創生の会から

提出された平成28年分収支報告書に関し、会計責任者から訂正の届出があったので、平成29年兵庫県選挙管理

委員会告示第121号中、収支報告書の要旨を次のとおり訂正する。 

  平成30年11月13日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 立 石 幸 雄  

収支報告書の要旨（政党の支部）の自由民主党兵庫県第三選挙区支部の欄中 

「 １ 収入総額  100,574,654    
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    前年繰越額  45,844,973   を 

    本年収入額  54,729,681  」

「 １ 収入総額  106,508,114   

に、     前年繰越額  45,844,973   

    本年収入額  60,663,141  」

「  寄附  12,129,676   

を    団体分  11,019,676   

   政治団体分  1,110,000  」

「  寄附  17,629,676   

に、    団体分  11,019,676   

   政治団体分  6,610,000  」

「  本部又は支部から供与された交付金に係る

収入 

  自由民主党本部 

 12,000,000 

 

12,000,000 」

を 

「  本部又は支部から供与された交付金に係る

収入 

  自由民主党兵庫県支部連合会 

  自由民主党本部 

 12,433,460 

 

433,460 

12,000,000 

 

」

に、 

「  〔政治団体分〕     

を 
  清和政策研究会 1,000,000  東京都千代田区  

  近畿税理士政治連盟 80,000  大阪市中央区  

  年間５万円以下のもの 30,000   」

「  〔政治団体分〕     

に、 

  清和政策研究会 1,000,000  東京都千代田区  

  近畿税理士政治連盟 80,000  大阪市中央区  

  輝ＳＥＫＩ－ＣＬＵＢ 5,500,000 神戸市須磨区  

  年間５万円以下のもの 30,000   」

「 関芳弘政経セミナー    

を  〔団体からの対価の支払〕    

  （株）アルカ 1,600,000  神戸市須磨区 」

「 関芳弘政経セミナー    

に改める。  〔団体からの対価の支払〕    

  （株）アルカ 1,500,000  神戸市須磨区 」

収支報告書の要旨（政党の支部）の日本維新の会参議院兵庫県選挙区第１支部の欄中 

「 ２ 支出総額  5,437,717  」を 

「 ２ 支出総額  5,151,371  」に、 

「  経常経費  2,342,452   

を 

   人件費  1,213,328   

   光熱水費  79,977   

   備品・消耗品費  686,589   

   事務所費  362,558   

  政治活動費  3,095,265   

   組織活動費  2,135,064  」

「  経常経費  2,281,692   

に改める。 

   人件費  1,213,328   

   光熱水費  79,977   

   備品・消耗品費  617,817   

   事務所費  370,570   

  政治活動費  2,869,679   

   組織活動費  1,909,478  」
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収支報告書の要旨（その他の政治団体）の清水貴之後援会の欄中 

「 ２ 支出総額  6,976,423  」を 

「 ２ 支出総額  6,950,090  」に、 

「  経常経費  493,988   

を 

   備品・消耗品費  99,935   

   事務所費  394,053   

  政治活動費  6,482,435   

   組織活動費  3,398,999   

   機関紙誌の発行その他の事業費  2,303,592   

    宣伝事業費  2,303,592   

   調査研究費  21,044  」

「  経常経費  492,552   

に改める。 

   備品・消耗品費  98,759   

   事務所費  393,793   

  政治活動費  6,457,538   

   組織活動費  3,373,829   

   機関紙誌の発行その他の事業費  2,303,592   

    宣伝事業費  2,303,592   

   調査研究費  21,317  」

収支報告書の要旨（その他の政治団体）の税理士による松本たけあき後援会の欄中 

「 ２ 支出総額  114,780  」を 

「 ２ 支出総額  114,740  」に、 

「  政治活動費  114,780   

を    組織活動費  109,800   

   その他の経費  4,980  」

「  政治活動費  114,740   

に改める。    組織活動費  109,800   

   その他の経費  4,940  」

収支報告書の要旨（その他の政治団体）の全国小売酒販政治連盟兵庫県支部の欄中 

「 １ 収入総額  730,083   

を     前年繰越額  315,003   

    本年収入額  415,080  」

「 １ 収入総額  733,215   

に、     前年繰越額  198,973   

    本年収入額  534,242  」

「  個人の党費・会費（1,745人）  310,338  」を 

「  個人の党費・会費（1,745人）  429,500  」に改める。 

収支報告書の要旨（その他の政治団体）の［森 てつお 後援会］輝くさんだ創生の会の欄中 

「  機関紙誌の発行その他の事業による収入  2,078,000   

を    「森哲男を囲む春のつどい」会費  805,000   

   「森哲男を囲む秋のつどい」会費  1,273,000  」

「  機関紙誌の発行その他の事業による収入  2,078,000   

に、    「森てつおを囲む春のつどい」会費  805,000   

   「森てつおを囲む秋のつどい」会費  1,273,000  」

「  政治活動費  2,372,839   

を 
   組織活動費  2,337,171   

   機関紙誌の発行その他の事業費  35,668   

    機関紙誌の発行事業費  35,668  」

「  政治活動費  2,372,839    

    組織活動費  2,337,171   
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   機関紙誌の発行その他の事業費  35,668    

に改める。     機関紙誌の発行事業費  35,668   

 ５ 資産等の内訳    

  〔借入金〕     

  森   哲 男  8,244,560 」

 
 

警 察 本 部 公 告 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年11月13日 

契約担当者              

兵庫県警察本部長 西 川 直 哉  

１ 落札に係る物品等又は役務の名称 

ＯＡ用端末装置等994式賃貸借 

２ 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地 

兵庫県警察本部会計課 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成30年10月24日 

４ 落札者の名称及び住所 

日通商事株式会社大阪支店 大阪市北区梅田３丁目２番103号 

５ 落札金額 

3,233,520円（月額） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成30年９月18日 
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